
投票ってどうするの？「投票の流れ」 

 

１ 選挙が近づくと家に郵送される「投票所入場整理券」を持って、

２ 「入場整理券」に記載してある投票所へ。 
各世帯ごとに「封書」で郵送しますので、届きましたら中身を確認し、投票に行かれる

時は、ご自分の「入場整理券」をお持ちください。 

 

 

 

この「入場整理券」は、投票所での事務を円滑に行うため等のものであり、紛失された

り届かなかった場合でも、選挙人名簿に登録されている方は投票することができますの

で、投票所で係員に申し出てください。投票所は「入場整理券」に記載していますが、分

からない場合は香芝市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。 

投票時間は朝７時から夜８時までです。 

３ 受付・名簿対照係で「入場整理券」を渡すと、 

選挙人名簿に登録されているかどうかの確認がされます。（「入場整理券」が無くても、

本人であることが確認できれば投票できます。） 

※「入場整理券」のバーコードを読み取りますので、大切にお持ちください。 

 

４ 確認ができると、投票用紙交付係から「投票用紙」が渡され

ます。 

③  



 

 

５ 「投票用紙」を持って、投票記載台に移動します。 
日本の選挙は「秘密投票」です。自分が誰に投票したか、あるいは誰に投票しなかった

かが、他人に分からないようになっています。「秘密投票」が守られてこそ、私たちは自

由に投票することができます。これが民主主義の基本なのです。 

※記載台には「えんぴつ」が置いてあり、正面には候補者の氏名などが貼ってあります。 

よく確かめて正確に記入します。 

 

 
 

６ 記入が完了したら、「投票用紙」を折って投票箱に入れます。 

７ これで投票完了！ 

 

 

 

 
 


